
はじめに
今回は、税務調査手続に関する訴訟
をご紹介いたします。

Ⅰ．無予告調査に係る要件

Ｒ3．10．6東京地裁
（棄却、控訴）Ｚ271－13613

＜事案の概要＞
この事案は、Ａ社が、税務署長によ
り国税通則法（通則法）74条の10に基
づく無予告調査を受けた結果、税務署
長から、法人税、消費税及び地方消費
税の更正処分をそれぞれ受けたとこ
ろ、本件各更正処分はいずれも通則法
74条の10に反する違法な手続に基づく
ものであるなどとして、本件各更正処
分の取消しを求めた事案です。
＜東京地裁の判断＞
東京地裁は、下記のように判断し
て、Ａ社の請求を棄却しました。
1．無予告要件
無予告要件（通則法74の10）は、税
務署長等が課税庁保有情報に鑑み、調
査の相手方である納税義務者による違
法又は不当な行為を容易にし、正確な
課税標準等又は税額等の把握を困難に
するおそれその他国税に関する調査の
適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあ
ると認める場合を指すところ、課税庁
保有情報に鑑み、事前通知をすること
により、納税義務者において、調査に
必要な帳簿書類その他の物件を破棄
し、移動し、隠匿し、改ざんし、変造
し、又は偽造することが合理的に推認
される場合には、無予告要件を満たす
ものというべきである。
2．無予告理由の説明義務
通則法74条の10は、無予告要件を満
たす場合には、実地の調査に当たり、
事前通知を要しない旨を規定するのみ
であり、その文言上、無予告調査がさ
れた場合に、税務署長等に対し、税務

調査の過程で、無予告理由を調査の相
手方である納税義務者に説明すべき義
務を負わせるものとは解されない。
3．当てはめ
① 税務署長が本件無予告調査に際し
て保有していた情報（本件課税庁保
有情報）によれば、Ａ社は、取引先
からの売上代金の一部をＡ社代表者
名義の本件預金口座で受け入れてい
ながら、Ａ社の法人税確定申告書の
「預貯金等の内訳書」に本件預金口
座を記載していなかったことが認め
られるところ、一般に、設立から相
当期間が経過した法人において、法
人の売上代金を、法人名義の預金口
座ではなく、あえて代表者個人名義
の預金口座により受け入れなければ
ならない事情があるとはいえない。

② また、Ａ社及びＡ社代表者の申告
内容を前提とすると、Ａ社代表者か
らＡ社に対し、Ａ社代表者の年収を
超える額の資金が移動していること
になるところ、法人の代表者の年収
を超える額の資金が複数年にわたり
継続して法人の代表者から法人に流
入しているというのは法人の経営上
の資金の流れとして、一般的に不自
然なものといえる。

③ 税務署長において、上記①②の諸
事情から、Ａ社が本件預金口座を利
用した売上除外及び除外売上金の還
流を行っていることを想定したこと
は不合理なものということはできな
い。

④ 仮に、実地の調査に当たり、事前
通知をした場合には、Ａ社におい
て、調査に必要な帳簿書類その他の
物件を破棄し、移動し、隠匿し、改
ざんし、変造し、又は偽造すること
が合理的に推認されるといえるか
ら、本件無予告調査に際しては、本
件課税庁保有情報に鑑み、調査の相
手方である納税義務者による違法又
は不当な行為を容易にし、正確な課

税標準等又は税額等の把握を困難に
するおそれその他国税に関する調査
の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ
があると認める場合にあったといえ
る。
⑤ したがって、本件無予告調査は無
予告要件を満たしており、本件無予
告調査を行ったことに通則法74条の
10に反する違法はない。また、無予
告理由の説明義務を負うことはない
から、税務署長が本件税務調査の過
程で本件無予告調査に係る無予告理
由をＡ社に説明しなかったことにつ
いて、通則法74条の10に反する違法
はない。

Ⅱ．事前通知の主体

Ｈ29．11．2
（棄却、控訴）Ｚ267－13085
Ｈ30．4．18
（棄却、上告・上告受理申立て）
Ｚ268－13143
Ｈ30．11．30
（棄却・不受理）Ｚ268－13217

＜事案の概要＞
この事案は、Ｘ社が、処分行政庁か
ら、法人税、消費税及び地方消費税の
重加算税等賦課決定処分を受けたのに
対し、処分行政庁の調査担当職員がＸ
社について実地の調査を行うに先立
ち、通則法74条の9第1項に基づく税
務署長による調査の事前通知を欠くこ
と等により本件各賦課決定処分は違法
であるとして、その取消しを求めた事
案です。
＜東京地裁の判断＞
東京地裁は、下記のように判断し
て、Ｘ社の請求を棄却しました。
① 調査に際して事前通知をすべきも
のとされる趣旨は、調査手続の透明
性、納税者の予見可能性の確保にあ
り、平成13年3月27日付け国税庁長
官通達「税務調査の際の事前通知に

ついて（事務運営指針）」に基づき、
調査の実務上、かねて行われていた
ものであるところ、本件改正によ
り、同法に事前通知に係る規定を設
け、事前通知を法制化し、明確化す
ることとされたものである。
② 当該職員は、税務署長等の補助機
関であるから、税務署長等の補助機
関として税務署長等の職務を遂行す
ることができるところ、調査手続の
透明性、納税者の予見可能性の確保
という上記の事前通知の立法趣旨
は、当該職員が税務署長等の補助機
関として事前通知をすることによっ
ても、全うされるものということが
でき、また、本件改正前の取扱いと
同様に事前通知を当該職員に行わせ
得るとすることにより、これを適時
的確にすることができ、国民の納税
義務の適正かつ円滑な履行に資する
（通則法1）ということができる。
③ 通則法74条の9第1項の制定経
緯、事前通知の趣旨、当該職員の地
位等に照らすと、税務署長等は、所
属の当該職員に事前通知に係る事務
を行わせることができるものと解す
べきことは明らかというべきであ
る。
④ 本件調査について、事前通知がさ
れておらず本件各賦課決定処分は違
法である旨のＸ社の主張は理由がな
い。

おわりに
TAINSで検索される場合は、〔詳細
検索〕⇒〔TAINSキーワード〕欄に、
「税務調査」、「事前通知」と入力して
ください。

TAINSの入会については、ホーム
ページ上にあるお問い合わせフォー
ムもしくはメール＜info@tains.or.
jp＞にてお問い合わせください。
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